
令和 2年 3月 3日作成
※順次更新し、厚生労働省HP(新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け))に最新情報を掲載します。

小学校等 (※ )の臨時休業 :こより保護者が休職した場合等に、非正規雇用

の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた

企業に対する助威制度を創設します !

※ 小学校等とは、小学校、義務教育学校 (小学校課程のみ)、 特別支援学校 (高校
まで)、 放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をいいます。
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【特例の対象となる企業・特例措置の内容】

○ 臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給 (賃金全

額支給)の休暇を取得させた企業

*有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があり

ます。 ※ 就業規貝」の改定による新たな休日暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

○ 令和 2年 2月 27日から3月 31日までに取得した有給休暇が対象です。

令和 2年 2月 27日 から3月 31日 において、有給休暇を取得した対象労働者に

支払つた賃金相当額

*1日 1人当たり8′ 330円を助成の上限とします。
*大企業、中小企業ともに同様です。

*風邪症状な噺 型コロナウイルスに感染したおそれがある小学校等に通う子の保護者に

文寸する有給の体暇に関しても、対象となります。
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◎申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、

◎制度の詳 しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、

都道府県労働局から周知します。

新型コロナ 休暇支援
”磁

早急に周知します。

厚生労働省HPや

Q)厚
生労働省・都道府県労働局

令和 2年 3月 3日 作成

新型コロナウイメレス感染症によるJヽ学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要
となる労働者に有給の休暇を取得させましよう :

助成内容
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

雇用調整助成金の特例を実施します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図つた場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】

日本 田中国間の人の往 来の急減 により影響を受ける事業主であつて、

中国 (人 )関係の売上高や客数 、件数が全売上高等の一定割合 (10り以上

である事業主が対象です。

<「影響を受ける」事業主の例>
・ 中国人観光客の宿泊が無くなつた旅館ロホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなつた観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなつた旅行会社

※総売上高等に占める中国 (人 )関係売上高等の割合は、前年度または直近 1年 間 (前年度が
12か 月ない場合)の 事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国 (人 )関係売上

高等の割合を確認できる書類をご用意ください。

【特例措置の内容】

休業等の初日が、令和2年 1月 24日 から令和2年7月 23日までの場合に適用します。

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年 1月

24日 以降に初回の体業等がある計画届については、令和2年 3月 31日 までに提出すれば、休業

等の前に提出されたものとします。

② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標 (生産指標)が、前年同期に比べ10%以

上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か

月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件

を撤廃します。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年 1月 24日 時点で事業所設置後1年未満の事業主については、

生産指標を令和元年12月 の指標と比較し、

中国 (人 )関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

t)厚生労働省・都道府県労働局 0ハローワーク LL020214企 01
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新型コ回ナウイルス感染症の影響を踏まえ

雇用調整助成金の特例を追加実施します
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用の維持を図つた場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

【追加の特例措置の内容】(3月 中旬より追加予定)

休業等の初日が、令和2年¬月24日 から令和2年7月 23日までの場合に適用します。

① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

6か月未満の労働者についても助成対象とします。

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

③ 令和2年 1月 24日 以降の事後提出が、 可能です。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによつて事業活動が縮小して休業

等を行つた場合は助成対象となります。

(経済上の理由傷 )

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減つたために事業活動が

縮小してしまつた場合。
・目や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減つたために事業活動

が縮小してしまつた場合。
・風評被害により観光客の予約のキヤンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減つたために事業活動が縮小して

しまった場合 .

【その他の支給要件】

その他 、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細 については

最寄 りの労働局の助成金相談窓 口にお尋ねください。 晰
LL020304イ≧01

1J
()厚生労働省・ 都道府県労働局・ ハローワーク

|

週炒

対象としています。
最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。
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中小企業事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入
に取り組む中小企業事業主を支援します !

対象事業主

新型コロナウイメレス感染症対策として

テレワークを新規 (※ )で導入する中小企業事業主

(※試行的に導入している事業主も対象となります)

助成対象の

取組

・テレワーク用通信機器 (※ )の導入 。運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
(※パソヨン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)

主な要件

事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
。テレワークを実施 した労働者が 1人以上いること

令和 2年 2月 17日～5月 31日

〔詳房客霧箸ξ蔑爵襄覆5禦し子
月17日以降の取組で交付決定より

〕

助成の対象

となる事業
の実施期間

補助率 :1/2
1企業当たりの上限額 :100万円

(注)令和2年度の助成は、令和2年度予算が成立した場合の予定の内容であり、予算が成立しない場合は時期 。内容等

に変更があ り得ます。

()厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策のための テ レ ワ ー ク コ ー‐
ス の 概 要

支給額

※ ご利用の流れ、対象事業主の要件 等については裏面をご確認ください。



令和 2年 2月 17日～ 5月 31日にテレワークを新規で導入し、実際に

実施した労働者が 1人以上いること

テレワークの導入 。実施に関して、以下の取組をいずれか 1つ
以上実施して<ださい。取組に要した費用を助成します。

テレワーク用通信機器 (※ )の

導入0運用
(例 )・ web会 議用機器

・社内のパソコンを遠隔操作するための

機器、ソフ トウェア
・保守サポートの導入
・ クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料 など

□嚇乳 場鮮識輛魔『
一 ―
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口1労務管理担当者に対する研修
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□ 1労働者に対する研修、日知・啓発
|

|

□1饉」慶菫層鶏鶴尋

'夢

労務士なa

著鯨型零出そ爵談想婆手Pに要した費用のうち、下の「対象経費」に該当する

対象経費            ‐       助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製‐ 対象経費の合計額 Xl′

本費、備品費、機械装置等購入費、委託費      ( 100万 円が上限

「時間外労働等改善助威金交付申請書」を事業実施計画書などの
必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出          |
※ 後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付されます

これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施

要件に合致する場合は、2月 17日以降交付決定までの取組も助成対象となります。

♂       
‖ こ

※ 厚生労働省から支給されます

２

＞

テレワーク相談センター

電話 :0120-91-6479
所在地 :東京都千代田区神田駿河台 1‐ 8‐ 11
東京YWCA会 館 3階

ァレワーク 相談 E

０

※

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であ

ること

中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります

埋

小売業
嘩 を含む

サービス業

卸売業

その他の業種

A.資本または
出資額

5鰤 万円以下

5m万 円以下

1億円以下

3億円以下

B.常時使用する
労働者

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

(R2.3)

新型
=口"イ

ルス感染症対策のための テレワークコ=ス の勁威内害

支給要件

支給対象となる取組

支給額

□

ご利用の流れ

対象となる中小企業事業主
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